明治大学〇〇紫紺会会則（雛型）
第１章　総則

（名称）

第１条　本会は、明治大学〇〇紫紺会と称する。
（地位）

第２条　本会は、明治大学校友会会則（以下「本部会則」という。）第４７条の規定に基づく「紫紺会」であり、紫紺会に関する規程第３条の〇〇紫紺会の区分に所属する。
（目的）

第３条　本会は、〇〇〇〇を目的とする。また、校友会の公認団体として校友会会則第２条の目的にも沿った活動を行なう。
（事務所）

第４条　本会の事務所は、会長の居住所若しくは会長が指定する所に置く。
（活動）

第５条　本会は、第３条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)　〇〇〇〇〇
(2)　〇〇〇〇〇
(3)　〇〇〇〇〇
(4)　その他本会の目的達成のために必要な事業

第２章　会員

（構成員）

第６条　本会は、第３条に定める目的を達成するために有志で集った明治大学校友を主たる構成員（正会員）とする。
２　第３条に定める目的を達成するために集った明治大学校友以外の方で本会が認めた方については、その参加を妨げない。
第３章　役員等
（役員）

第７条　本会に次の役員を置く。

(1)　会長　　　　　　　１名

(2)　副会長　　　　　　若干名

(3)　幹事長　　　　　　１名
(4)　会　計　　　　　　若干名

(5)　監査委員　　　　　２名以上
（選任）

第８条　会長、副会長及び監査委員は〇〇紫紺会総会（以下「総会」という。）で選任する。

２　幹事長は会長が指名し、総会の承認を得るものとする。

（任期）

第９条　会長、副会長及び監査委員の任期は、就任後〇回目に開催する定時総会終結のときまでとし、再任を妨げない。
２　幹事長の任期は会長の任期に準ずることとし、再任を妨げない。ただし、会長が欠け、後任の会長が選任された場合、幹事長は、後任の会長が指名した幹事長が就任したときに退任する。

３　補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。この残任期間は、第１項及び第２項に定める任期には含まない。
（会長の職務）

第１０条　会長は、本会の会務を統括し、本会を代表する。

（副会長の職務）

第１１条　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が指名した順位に従い会長の職務を代行する。

（幹事長の職務）

第１２条　幹事長は、会長の指示に従い本会の運営にあたる。

（監査委員の職務）

第１３条　監査委員は、会の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査する。

２　監査委員は、監査報告書を作成し、監査の結果を役員会並びに総会に報告しなければならない。

３　監査委員は、本会の他の役職を兼ねることができない。

第４章　会議

（総会）

第１４条　本会は、毎年１回〇〇月に定時総会を開催する。ただし、必要ある場合は、臨時にこれを開催することができる。

２　総会は、会長が召集し、議長となる
３　会長が総会を招集するときは、会員名簿を整備し、会員名簿に記載されている者に対して、開催日の２週間前までに、付議事項を記載して通知するものとする。

４　総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
５　総会は、会員に公開する。
６　会員の３分の１以上又は監査委員会が、付議すべき事項を示して、総会の招集を請求したときは、会長は一月以内に、総会を招集しなければならない。
第５章　経理
（会計年度）

第１５条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（年会費）
第１６条　会員及び準会員は本会の年会費〇〇円を毎年○○月末日までに納入するものとする。
（経費）
第１７条　本会の運営経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
（経理処理）
第１８条　本会の経理は、総会で認められた予算に基づいて行われる。

第１９条　本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
　　　　　　　　　　

第６章　その他
（変更の届出）

第２０条　会員は、氏名、住所、連絡先等に変更があった場合、遅滞なく本会に届け出るものとする。

（会則の改正）

第２１条　この会則の改正は総会出席者３分の２以上の同意により成立する。
２　前項により改正された会則は、総会で承諾を得た日の翌日より施行する。

（校友会会則の優先）

第２２条　この会則に定める規定が明治大学校友会会則に定める規定に抵触する場合は、明治大学校友会会則が、この会則に優先する。

（規定の解釈）

第２３条　この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。
　附則
この会則は〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
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